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令和３年 第１１回浅口市農業委員会議事録 

 

 令和３年１０月１５日浅口市役所３階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。 

 

招集委員は次のとおり        

 農業委員１２名 農地利用最適化推進委員１３名 

議席番号 氏     名 出欠 担当区域 氏     名 出欠 

１ 大 橋 繁 雄 出 金光１ 原 田 恒 明 出 

２ 渡 邊 清 志 出 金光２ 藤 丘 廣 志 出 

３ 友 田 陽 勝 出 金光２ 安 田 文 彦 欠 

５ 古 川 秀 昭 出 金光３ 友 田 一 美 出 

６ 佐 藤 和 博 出 金光３ 菰 口 清 司 出 

７ 柚 木 栄 蔵 出 鴨方１ 吉 川 孝 之 出 

８ 虫 明 祝 典 出 鴨方１ 杉 本 正 彦 出 

９ 虫 明 伸 吾 出 鴨方２ 横 山 栄 治 出 

１０ 山 下 康 朗 出 鴨方２ 西 山 富 雄 出 

１１ 渡 邊   豊 出 鴨方３ 高 井 基 次 出 

１２ 梶 原 めぐみ 出 鴨方３ 山 下 眞 治 出 

１３ 岡 田 直 樹 出 寄島１ 村 上 宏一郎 出 

 寄島２ 大 島 明 敏 出 

 事務局 

    局長 畝山 善生    書記 谷口 輝昭 

        

 会議に付した議案等 

日程第１  議事録署名委員の指名 

 

日程第２  会期の決定 

 

日程第３  議 事 

  議案第３４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  議案第３５号 農地法第４条の規定による許可申請について 

  議案第３６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

  議案第３７号 農用地利用集積計画について 

  議案第３８号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針について 

 

日程第４  報告事項 

  報告第２１号 農地法第１８条の規定等による合意解約通知について 

  報告第２２号 形状変更届について 
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日程第５  その他 

  ・ 次回の委員会（令和３年１１月１５日（月）） 
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     開会（午後１時３０分） 

議 長  これより令和３年第１１回浅口市農業委員会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は１２名で定足数に達しております。また、推進委員の方は１

２名の参加であります。 

 ここで、私から皆様に申し上げます。ご承知のとおり、岡山県においては１０月３

１日まで秋のリバウンド防止期間であります。これに伴い、前回に引き続き会議時間

短縮のため、本日の会議でも委員からの補足説明は座ったままで行うこと、事務局説

明は簡潔に行うことといたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  それでは、時間短縮にご協力をお願いいたします。 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において８番虫明祝典委員、９番虫明伸吾委員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、会期を本日１日とします。 

 日程第３、議事に移ります。 

 議案第３４号農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 ５９５番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は２ページになります。 

 議案第３４号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和３

年１０月１５日提出。 

 番号５９５、土地の所在地は全て金光町八重です。 

 ５９５の１、畑、３５３平方メートル。 

 ５９５の２、畑、１８４平方メートル。 

 ５９５の３、田、１，４７７平方メートル。 

 譲受人は、金光町八重、６３歳、自営業。譲渡し人は、東京都府中市、８０歳、無

職。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。 

 譲受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

 次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。 

委 員  議案第３４号、位置図は１の２のページで、場所は八重コミュニティハウスの付近

です。現在の所有者は東京在住であり、この都度地元の方が譲り受けることになりま

した。特に問題はないと思われますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５９５番の件についてご異議ありませんか。 
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委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５９７番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５９７、土地の所在地は寄島町です。 

 ５９７の１、畑、７８平方メートル。 

 ５９７の２、畑、２１５平方メートル。 

 ５９７の３、畑、８４平方メートル。 

 譲受人は、岡山市北区、４４歳、会社員。譲渡し人は、倉敷市真備町、６８歳、農

業。譲受けの理由は農業開始、譲渡しの理由は労力不足です。 

 中古住宅に付随した農地であり、下限面積が１アールとなる案件で、譲受人は取得

に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、１２番梶原委員、補足説明をお願いします。 

委 員  １２番梶原です。 

 場所的には寄島町の旧道沿い、ＪＡ寄島がある山の手側になります。中古住宅の付

随案件ということで、問題はないかと思われます。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５９７番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５９８番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５９８、土地の所在地は全て金光町占見です。 

 ５９８の１、田、３７１平方メートル。 

 ５９８の２、田、４３８平方メートル。 

 ５９８の３、田、１，０３８平方メートル。 

 譲受人は、金光町占見、７３歳、農業。譲渡し人は、金光町占見、６３歳、農業。

譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。 

 譲受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ２番渡邊です。 

 位置図は５ページ、６ページになってます。場所は金光町占見の香取団地の東にな

ります。土地の所有者が労力不足ということで、このたび近隣の方が譲り受けるとい

うことになりました。特に問題はないと思われますので、ご審議よろしくお願いしま

す。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 
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 それでは、５９８番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５９９番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５９９、土地の所在地、鴨方町益坂。畑、２３３平方メートル。 

 譲受人は、倉敷市東富井、７２歳、無職。譲渡し人は、鴨方町六条院西、相続財産

管理人。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は売却です。 

 中古住宅に付随した農地であり、下限面積が１アールとなる案件で、譲受人は取得

に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委 員  図は７、８の図になりますけど、場所は益坂の大川神社から東へ１００メーター前

後です。この農地を相続財産管理人と、譲受人が中古住宅と農地を同時に譲り受ける

ことになりました。特に問題はないと思いますから、審議のほどよろしくお願いしま

す。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５９９番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６００番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６００、土地の所在地、金光町下竹。田、４３３平方メートル。 

 譲受人は、金光町下竹、６９歳、会社役員兼農業。譲渡し人は、金光町下竹、４７

歳、会社員兼農業。譲受けの理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。 

 譲受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、１番大橋委員、補足説明をお願いします。 

委 員  位置図は９の１０ページです。場所は金光竹小学校の北約１５０メートルです。現

在の所有者が労力不足のため、この都度近隣の方が譲り受けることになりました。特

に問題はないと思われますので、ご審議よろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６００番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０２番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局   番号６０２、土地の所在地は全て鴨方町益坂です。 

 ６０２の１、田、３４０平方メートル。 



 

- 6 - 

 ６０２の２、田、２１４平方メートル。 

 譲受人は、鴨方町益坂、６５歳、農業。譲渡し人は、東京都府中市、７３歳、無

職。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。 

 譲受人は、取得に必要な許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委 員  これも前のと同じで、地図は７、８になってます。場所は益坂の大川神社から大体

北へ１００メーター前後。現在の所有者が東京在住であり、地元の方に譲ることにな

りました。特に問題はないと思われますので、ご審議をお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０２番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 議案第３５号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 ６０６番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は３ページになります。 

 議案第３５号農地法第４条の規定による許可申請について。令和３年１０月１５日

提出。 

 番号６０６、土地の所在地、鴨方町六条院東。畑、３８４平方メートル。 

 申請人は、鴨方町六条院東、６２歳、会社員兼農業。転用目的は、露天駐車場で

す。施設の概要は、駐車場３８４平方メートル。農地区分は第２種ですが、当該転用

目的を達成できる他の土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たし

ていると考えられます。 

議 長  次に、１１番渡邊委員、補足説明をお願いします。 

委 員  １１番渡邊です。 

 この案件の場所は、旧岡山西農協四条原店から南へ３００メートルぐらい行ったと

ころに位置しております。駐車場で使用する土地であります。水利委員、土木委員の

承諾も得ており、問題ないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

議 長   ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０６番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 議案第３６号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 ５９２番の件について、事務局の説明を求めます。 
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事務局   議案書は４ページになります。 

 議案第３６号農地法第５条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和３

年１０月１５日提出。 

 番号５９２、土地の所在地、金光町占見。登記地目、田。現況地目、畑。６２５平

方メートル。 

 譲受人は、大阪府大阪市、３７歳、会社員。譲渡し人は、金光町占見、７３歳、農

業。転用目的は、長屋建て住宅です。施設の概要は、長屋建て住宅１棟２００．４平

方メートル。木造２階建てアルミ亜鉛メッキ鋼板ぶき。駐輪場等を併設します。農地

区分は第３種で、一般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、２番渡邊委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ２番渡邊です。 

 位置図は１３、１４ページになります。場所は占見の桝池の南東です。約１５０メ

ートルぐらいのところです。譲受人が長屋建て住宅の適地を探しとったところ、この

たび地権者と土地を譲る話がまとまったものです。土木委員の承諾も得ておりますの

で、問題はないと思われますので、ご審議よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５９２番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５９６番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５９６、土地の所在地は、金光町佐方。畑、６２０平方メートル。 

 譲受人は、倉敷市平田、不動産事業者。譲渡し人は、東京都杉並区、６５歳、無

職。転用目的は、商業用駐車場。隣接する古民家と一体して利用するものでありま

す。施設の概要は、駐車場７台及び通路。農地区分は第２種ですが、当該転用目的を

達成できる他の土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たしている

と考えられます。 

議 長  次に、３番友田委員、補足説明をお願いします。 

委 員  場所のほうは地図の１５ページ、１６ページ、ちょうど県道の南浦金光線沿いの大

光院というか、お寺さんになるんですけども、それの東側、県道を挟んだ向かい側、

約２００メートルぐらいです。特に今まで何か作ってたという気配はなかったんで、

特に問題はないと思います。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５９６番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 
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議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０３番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６０３、土地の所在地、金光町大谷。登記地目、宅地。現況地目、畑。３９

６．６２平方メートル。 

 譲受人は、東京都練馬区、建物建築販売事業者。譲渡し人は、岡山市北区、７３

歳、無職。転用目的は、建て売り住宅です。施設の概要は、建て売り住宅２棟１１

８．８１平方メートル。木造２階建てスレートぶき。建蔽率は２９．５１から３０．

５５％です。農地区分は第３種で、一般基準上も問題なく、許可要件を満たしている

と考えられます。 

 なお、転用後の地目は宅地です。 

議 長  次に、５番古川委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ５番古川です。 

 位置図は１７、１８ページになりますが、ちょうど国道２号線の金光トンネルの西

側の信号機のある大きい交差点、新しい道の東側に旧道があるんですけど、それを南

へ１００メートル余り行ったところの角っこになります。もともと住宅であったとこ

ろなんで、特に問題はないかと思われますので、審議をよろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０３番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０４番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６０４、土地の所在地は、金光町佐方。畑、３８平方メートル。 

 譲受人は、金光町占見新田、５８歳、造園業。譲渡し人は、三重県伊勢市、６２

歳、無職。転用目的は、隣接店舗の商業用駐車場です。施設の概要は、駐車場２台。

農地区分は２種ですが、当該転用目的を達成できる他の土地はありません。一般基準

上も問題はなく、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、３番友田委員、補足説明をお願いします。 

委 員  場所のほうは地図の１９ページ、２０ページになります。説明といったら、ほっか

ほか亭と、それから古い八幡池という池がありますけど、そのちょうど中間ぐらいの

細い道沿いの一角のちょっと下、畑という形、今、田かな、畑という形になります。

こちらのほうは、譲渡し人のほうはもともとこの近く、倉敷の出身なんですけど、今

ではもう出てまして、年に１回か２回ぐらい草刈りに帰ってきてるというような形で

管理だけはしてます。何も植えてるわけでもないんで、特に問題はないと思います。

よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 
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議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０４番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０７番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６０７、土地の所在地、寄島町。田、４３８平方メートル。 

 譲受人は、倉敷市玉島、２６歳、公務員。譲渡し人は、倉敷市山地、４５歳、会社

経営兼農地。転用目的は、一般住宅です。施設の概要は、居宅１棟１２４．６７平方

メートル。木造平家建て瓦ぶき、建蔽率は２８．４６％です。農地区分は３種で、一

般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると考えられます。 

 なお、転用後の地目は宅地です。 

議 長  次に、１２番梶原委員、補足説明をお願いします。 

委 員  梶原です。 

 場所は、位置図にあるように、寄島の大浦神社の裏にある武道館裏の田んぼになり

ます。２か月ぐらい前にこの譲渡し人のほうから、１枚分の田んぼの反対側を別の方

が宅地にされており、残りの半分を今回宅地にされるということです。問題はないか

と思われます。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０７番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０８番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６０８、土地の所在地は、鴨方町益坂。田、５４３平方メートル。 

 譲受人は、兵庫県神戸市、運輸事業者。譲渡し人は、鴨方町益坂、７２歳、農業。

転用目的は、運輸業事務所です。施設の概要は、事務所１棟６７．７４平方メート

ル、従業員用駐車場６台、隣接する土地へトラックの駐車を予定しております。全体

面積は１，２９８平方メートルです。農地区分は第２種ですが、当該転用目的を達成

できる他の土地はありません。一般基準上も問題なく、許可要件を満たしていると考

えられます。 

議 長  次に、７番柚木委員、補足説明をお願いします。 

委 員  地図は２３、２４ページになります。場所は鴨方インターから東南へ５００メート

ルぐらい。譲受人がインターチェンジ付近で土地を探したところ、このたび地権者と

土地を譲る話が決まったらしいです。土木委員の承諾も得ており、問題はないと思わ

れます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 
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議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０８番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、６０９番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６０９、土地の所在地は全て鴨方町鴨方です。 

 ６０９の１、畑、１５７平方メートル。 

 ６０９の２、田、１６７平方メートル。 

 ６０９の３、田、１２平方メートル。 

 譲受人は、鴨方町六条院東、３０歳、会社員。譲渡し人は、鴨方町鴨方、８２歳、

農業。転用目的は、一般住宅です。施設の概要は、居宅１棟７０．１８平方メート

ル。木造２階建てガルバリウム鋼板ぶき、駐車場２台、建蔽率２５．１４％です。農

地区分は第２種と３種で、一般基準上も問題はなく、許可要件を満たしていると考え

られます。 

 なお、転用後の地目は宅地です。 

議 長  次に、６番佐藤委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ６番佐藤です。 

 地図は２５、２６ページになります。場所は鴨方高校から前の指田川を東へ約３０

０メートルぐらい行ったところになります。貸出人と借受人、これはおじいさんと孫

の関係になります。孫がこのたび家を建てるというようなところで貸し出すようで

す。周りは住宅地のようになってますので問題ないかと思われます。ご審議よろしく

お願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、６０９番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 議案第３７号農用地利用集積計画についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

 ただ、藤丘委員が当事者となっている案件がありますので、農業委員会法第３１条

の規定による議事参与の制限により、藤丘委員につきましては当該案件の審議が終了

するまで退席をしていただきます。 

    （藤丘委員 退場） 

議 長  それでは、お願いします。 

事務局  それでは、説明させていただきます。 

 議案書は５ページになります。 

 議案第３７号農用地利用集積計画について。令和３年１０月１５日提出。 
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 説明をいたします。 

 今回の議案番号２３番から３４番の１２件につきまして、農業者年金の経営移譲年

金特例対象農地及び相続税等納税猶予対象特例農地ではございません。また、全て農

業従事者も確保されており、農業経営に必要な農機具も所有しております。 

 利用設定を受ける者は１１名、農地は２０筆です。更新が１０筆、新規が１０筆で

す。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。

契約期間は、３年以上６年未満が８件、１０年以上が４件です。 

 次に、７ページへ移ります。 

 １番の（１）地目別設定面積につきましては、田１万３，１５４平方メートル、畑

１，４７７平方メートル、計１万４，６３１平方メートルです。 

 以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、承認することに決定いたします。 

 藤丘委員については入室をしてもらってください。 

    （藤丘委員 入場） 

議 長  藤丘委員に報告いたします。 

 議案第３７号については承認をされました。 

 議案第３８号農地等の利用の最適化の推進に関する指針についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  資料は本日お配りしております別冊の資料、議案第３８号をご覧ください。 

 Ａ４の２枚物の両面刷りの分になります。左肩に議案第３８号と記入しておりま

す。 

 議案第３８号浅口市農業委員会の農地等の利用の最適化の推進に関する指針につい

て。 

 農業委員会等に関する法律第７条第１項に基づき、農地等の利用の最適化の推進に

関する指針の策定に当たり、同条第２項の規定による推進委員さんの意見を求めるも

のでございます。令和３年１０月１５日提出。 

 本指針は、農業委員会等に関する法律に基づき策定することとされているもので、

国の農林水産業・地域の活力創造プランに併せて令和５年度を目標年度といたしま

す。 

 指針（案）について説明いたします。 

 内容は、遊休農地の発生防止、担い手への農地利用の集積、新規参入の促進、この

３項目について構成されています。 

 ２ページをお開きください。 
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 まず、遊休農地の発生防止、解消についてでございますが、遊休農地は農業者の高

齢化や担い手不足等により今後ますます増えていくことが予想されます。これを１年

間で０．５ヘクタール解消という目標としたいと思います。少ないようですが、現状

維持も難しいということで、このような目標とさせていただいております。 

 この目標を達成するための取組といたしましては、農地パトロールや日頃の相談活

動等により、現在の農地の利用状況、農業者の意向、地域の人的資源等を把握し、農

地等の担い手のあっせん、遊休化の防止を図ってまいります。 

 次に、担い手への農地利用の集積、集約化について説明いたします。 

 集積目標面積は１年間で１ヘクタール、集積率を２年間で０．１７％上げることを

目標としたいと思います。 

 具体的な取組といたしましては、市の農政部局が所管する人・農地プランの作成に

協力するとともに、利用権の設定や農地中間管理事業について担い手への利用の勧

奨、周知に努めてまいります。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 新規参入の促進についての内容となります。 

 目標数値は、個人は２年間で２人、法人は２年間で１法人を目標としたいと思いま

す。 

 取組といたしましては、農地の借入れを希望する方や企業に対して、関係機関と連

携し、必要に応じて相談会等を開催し、新規参入の促進を図ってまいりたいと思って

おります。 

 内容の説明は以上でございます。 

 なお、本指針は法律に基づき策定するものであり、ご承認をいただきましたら、告

示を行うほか、市のホームページにより公表を予定いたしております。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま事務局から説明がありました。 

 質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、承認することに決定をいたします。 

 日程第４、報告事項に移ります。 

 報告第２１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題としま

す。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書のほうへ戻りまして、議案書の８ページになります。 

 報告第２１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和３年１０

月１５日提出。 
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 番号５９０、土地の所在地、鴨方町鴨方。田、６７３平方メートル。 

 借受人は、鴨方町鴨方、７３歳、農業。貸出人は、鴨方町深田、６７歳、農業。合

意年月日は令和３年８月２４日、引渡し年月日は令和３年１０月３１日です。 

 番号５９３、土地の所在地、鴨方町六条院中。畑、９１６平方メートル。 

 借受人は、笠岡市富岡、５８歳、美容師。貸出人は、鴨方町六条院東、６０歳、農

業。合意年月日及び引渡し年月日は令和３年９月５日です。 

 番号５９４、土地の所在地、金光町八重。田、１，４７７平方メートル。 

 借受人は、金光町八重、７３歳、農業。貸出人は、東京都府中市、８０歳、無職。

合意年月日及び引渡し年月日は令和３年９月５日です。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 報告第２２号形状変更届についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は９ページになります。 

 報告第２２号形状変更届について。令和３年１０月１５日提出。 

 番号５９１、土地の所在地、鴨方町本庄。田、７４２平方メートル。 

 申請人は、鴨方町六条院東、３６歳、会社員兼農業。変更理由は、田を畑にするた

め５０センチの盛土をするものでございます。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 日程第５、その他に移ります。 

 事務局から報告等がありましたらお願いをします。 

事務局  ①農業委員会だよりについて 

     ②農業委員・推進委員県研修会について 

     ③令和４年農業委員会議の日程について 

     ④委員の選挙運動について 

     ⑤次回の委員会について 

議 長  本日の委員会は以上で閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

 

     閉会（午後２時１３分） 
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